
空家等に関する相談窓口のご案内
東久留米市では、専門的なアドバイスを無料で受けられるように、専門家団体と協定を結びました。
なお無料で受けられる相談内容は、団体等により異なりますので、問い合わせの際にご確認ください。

法律や手続きの相談

■ 東京三弁護士会 空き家相談窓口
（東京弁護士会／第一東京弁護士会／第二東京弁護士会）

０３－３５９５－９１００

受付
時間

■ 東京司法書士会 田無支部

０４２－３１３－０２３８

受付
時間

■ 東京都行政書士会 田無支部

０４２－４２６－８６１３（盛事務所）

受付
時間

不動産の相談

■（公社）東京都宅地建物取引業協会
第１１ブロック・北多摩支部

042－２２６－５８９１

※相談員より後日折り返しご連絡いたします。

予約
受付

■（公社）全日本不動産協会
東京都本部 多摩北支部

０４２－５２８－２１２１

※ 相談員より折り返しご連絡いたします

受付
時間

建物や敷地の相談

■ 東久留米建築設計協会

042－470－7753
（東久留米市役所 環境政策課）

※ 市環境政策課へご連絡の上、相談日時を調整

受付
時間

■ 東京土地家屋調査士会 田無支部

042－470－7753
（東久留米市役所 環境政策課）

※ 市環境政策課へご連絡の上、相談日時を調整

受付
時間

維持管理の相談

■ 東久留米市商工会

０４２－４７１－７５７７

受付
時間

お金の相談

■ 西武信用金庫 東久留米支店

０４２－４７５－５３１１

※ ご相談は、事前ご予約の上ご来店願います

受付
時間

月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

10時～16時

月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

10時～16時
月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

10時～12時／13時～16時

月・金曜日（祝休日・年末年始を除く）

10時～15時

月・火・木曜日（祝休日・年末年始を除く）

１2時～１６時

月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

8時30分～17時

月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

8時30分～17時

月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

9時～15時
月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

9時～17時30分

令和7年5月現在


